
るシステムです。利用料金の支払いは、使用日の翌月に口座振替で徴収します。　このシステムで体育館の

利用をするには、体育館で利用登録を行い登録番号（利用者ID）を取得することが必要です。

【市民体育館公共施設予約システム登録について】

[登録人数] 市民体育館の利用は10名以上の団体

※代表者が20歳以上の団体に限ります。

※登録の申請は1団体につき一回です。

※他の施設で取得された登録番号（利用者ID）はご利用いただけません。

[登録料] 無料。　2年間システム利用がない場合は、自動廃止になります。

[取扱金融機関]　 りそな銀行（国内全店）

施設利用料は利用月の翌月18日に口座引落し。

※18日が金融機関の休みにあたる場合は、翌営業日になります。

【利用者登録受付・申請書配布窓口】

※利用者登録に必要な申請書は体育館・文化スポーツ室で配布。または、市のホームページより

　　PDFファイルで取り出すことができます。 寝屋川市公共予約システム（スポーツ施設）

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kyoiku_shakaikyoiku/

bunkasport/sports/oversystem/16811.html

【利用できる機器】 パソコン、スマートフォン等のインターネット接続された機器

【新規登録の手続き】

A 利用者事前入力 QRコード

公共施設予約システムのWebサイトより行ってください。

 https://www4.pf489.com/neyagawa/web/Wg_ＭodeSelect.aspx

[公共施設予約メニュー]　→４.利用者情報の設定・変更　→1.利用者登録事前入力

→2.利用者登録事前入力（団体）

B 銀行口座振替依頼

⑴ 登録申請書に必要事項を黒ボールペンで記入し、押印します。

⑵ 登録申請書（３枚セット①取扱金融機関保管用・②寝屋川市保管用・③申請者控用）をりそな銀行

の本店または支店に提出します。

※りそな銀行に口座をお持ちでない方は、開設をお願いします。

⑶ 金融機関の承認印が押印された登録申請書２枚（②寝屋川市保管用・③申請者控用）を受け

取ってください。

A、B両方を行い、体育館へお越しください。 

ご持参いただくもの（裏面）

公共施設予約システムのご案内（寝屋川市立市民体育館）

　寝屋川市公共施設予約システムとは、市の社会教育施設等公共施設の予約・抽選申込がWebサイトで行え

受付窓口 所在地・TEL 受付時間

寝屋川市下木田町16-16 午前９時～午後５時30分

072-824-5858 毎月第3火曜日と年末年始を除く
寝屋川市立市民体育館



ご持参いただくもの

・ 銀行で受け取った登録申請書２枚（②寝屋川市保管用・③申請者控用）

・ 団体登録名簿（10名以上）

・ 本人の確認ができる書類（免許証、保険証、マイナンバーカード等）

また、本人が来られない場合、本人と同一世帯の家族（12歳以上）が本人からの委任状の

持参があれば申請できます。

【登録変更の手続き】　　　　（登録申請書①②③）+（本人確認できるもの）

※変更の場合は、登録時のメンバーの一員が代理人になることができます。(要委任状)

　但し、代表者変更の場合は、新旧代表者２名揃ってお越しください（それぞれの本人確認できる書類が必要）

　１名しか来られない場合は、来られない方からの委任状が必要です。

⑴ 振替口座変更

登録の手続きと同様に、変更される口座を記入した登録申請書を金融機関に提出し、承諾印が

押印された登録用紙を受け取り、市民体育館に提出してください。

⑵ それ以外の変更

申請書の黒枠の中を記入し、市民体育館に提出して下さい。

※パスワードの変更については、インターネットでログインして行ってください。

【廃止の手続き】　　　（登録申請書②③）+(本人確認できるもの)

登録申請書の黒枠の中を記入し、体育館に提出してください。

※利用料の未払いがある場合は、手続きができません。

※2年間ログインがなければ自動的に廃止になります。

【利用の手続き】

1 抽選申込

抽選受付期間内（毎月１日～14日)に翌々月の1日～末日の抽選申込をします。

※1回の抽選受付期間内には、利用希望を5回まで申込むことができます。

2 抽選結果の確認と利用申請

毎月15日が抽選日

16日（午前5時）～22日に結果を確認し、利用申請を行います。

※期間内に利用申請されないと当選結果は無効になります。

3 口座振替

利用料は、利用月の翌月18日に口座より引き落とされます。

※18日が金融機関の休みにあたる場合は、翌営業日になります。

4 利用の取消し

利用の取消しはシステムでできますので、必ず行ってください。

利用予定日の15日前までの取消しは利用料がかかりませんが、期限が過ぎての取消しは、利用料が

かかります。　利用日の変更は、一度取消してから改めて空き申込みをしてください。

5 空き申込み

抽選後、空いている時間帯の空き申込みは、利用予定の前日まで可能です。

各月10回まで申込みすることができます。(抽選の当選内容が反映されます）

当日の空き申込みはシステムではできません。直接体育館窓口でお申込みください。

寝屋川市立市民体育館　（午前９時～午後５時30分） TEL　072-824-5858【問合せ先】


